
総
会
運
営
に
お
け
る
留
意
事
項

組
合
Ｑ
＆
Ａ

■���

総
会
の
性
格

　

総
会
は
、
組
合
員
全
員
で
構
成
し
、

組
合
の
基
本
的
事
項
を
決
定
す
る
組
合

の
最
高
意
思
決
定
機
関
で
す
。
総
会
の

決
定
事
項
は
、
理
事
の
業
務
遂
行
や
組

合
員
を
す
べ
て
拘
束
し
ま
す
の
で
、
組

合
の
機
関
の
な
か
で
は
最
高
の
機
関
で

も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
総
会
は
一
定
の

法
的
要
件
＊
を
具
備
し
て
開
催
し
て
は

じ
め
て
成
立
し
、
会
議
の
終
了
と
同
時

に
消
滅
す
る
も
の
で
あ
り
、
常
置
機
関

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

組
合
は
、
組
合
の
活
動
が
直
ち
に
組

合
員
の
事
業
に
結
び
つ
い
て
い
ま
す
の

で
、
組
合
活
動
の
最
高
の
意
思
を
決
定

す
る
総
会
の
議
決
は
、
組
合
員
の
利
害

に
直
接
影
響
し
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、

総
会
の
運
営
は
、
形
式
的
な
審
議
に
な

ら
な
い
よ
う
、
む
し
ろ
活
発
な
質
疑
や

意
見
交
換
を
行
い
、
議
長
の
適
切
な
調

整
等
に
よ
っ
て
相
互
の
意
思
疎
通
を
図

る
よ
う
努
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

＊
一
定
の
法
的
要
件
と
は
、
中
協
法
、
中
団
法

お
よ
び
そ
れ
ら
の
法
律
に
よ
っ
て
適
法
に
作
成

さ
れ
た
組
合
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
方
法
、

す
な
わ
ち
総
会
の
招
集
の
手
続
、
議
決
の
方

法
等
を
い
う
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
要
件
は
、

組
合
組
織
の
民
主
性
を
確
保
す
る
た
め
に
設

け
ら
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

■���

総
会
の
種
類

【
通
常
総
会
】
通
常
総
会
と
は
、
代
表

理
事
に
よ
っ
て
毎
事
業
年
度
１
回
定
期

的
に
招
集
さ
れ
る
総
会
で
あ
り
、
こ
の

総
会
で
代
表
理
事
は
、
少
な
く
と
も
決

算
関
係
書
類
を
監
事
の
監
査
報
告
書
と

と
も
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
る

よ
う
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た

通
常
、
事
業
計
画
・
収
支
予
算
の
設
定

等
に
つ
い
て
も
議
決
し
ま
す
。

【
臨
時
総
会
】
臨
時
総
会
は
通
常
総
会

以
外
に
必
要
に
応
じ
て
開
催
で
き
る
も

の
で
、
そ
の
内
容
は
、
決
算
関
係
書
類

の
承
認
を
行
わ
な
い
ほ
か
は
、
通
常
総

会
の
場
合
と
同
様
で
す
。（
招
集
手
続

き
や
運
営
等
に
つ
い
て
も
同
じ
。）

■���

総
会
の
招
集

【
時
期
】
法
に
は
「
定
款
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
毎
事
業
年
度
１
回
招
集
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
規
定
以

外
に
定
め
が
な
い
た
め
、
通
常
は
（
法

人
税
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
確
定
申
告

の
期
間
に
対
応
し
て
）
定
款
で
、
毎
事

業
年
度
２
ヶ
月
以
内
（
定
款
の
規
定
に

よ
り
３
ヶ
月
以
内
に
開
催
す
る
こ
と
も

可
能
）
に
開
催
す
る
こ
と
と
定
め
て
い

ま
す
。

【
招
集
者
】
通
常
総
会
の
招
集
者
は
代

表
理
事
で
あ
る
が
、
招
集
は
理
事
会
の

議
を
経
て
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

【
招
集
手
続
】
総
会
の
招
集
は
、
会
日

の
10
日
前
ま
で
に
会
議
の
目
的
た
る
事

項
（
議
案
）
を
示
し
、
定
款
に
定
め
ら

れ
た
方
法
に
し
た
が
っ
て
通
知
＊
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

＊
総
会
の
開
催
通
知
に
は
、
議
案
の
ほ
か
、
会

議
の
日
時
・
場
所
・
議
事
日
程
等
を
記
載
す
る
。

ま
た
、
組
合
員
に
書
面
及
び
代
理
人
に
よ
る

議
決
権
の
行
使
が
認
め
ら
れ
て
い
る
関
係
上
、

で
き
る
だ
け
決
算
関
係
書
類
等
の
資
料
も
添

付
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
な
お
、
招
集
通
知

に
際
し
て
は
、
議
案
を
示
す
こ
と
に
加
え
、
決

算
関
係
書
類
（
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
、

損
益
計
算
書
、
剰
余
金
処
分
案
ま
た
は
損
失

処
理
案
）、
事
業
報
告
書
、
監
査
報
告
書
等
の

資
料
す
べ
て
を
添
付
す
る
必
要
が
あ
る
。

■���
総
会
の
成
立
と
議
決

【
定
足
数
】
総
会
は
、
①
適
法
な
招
集

手
続�

を
経
た
上
で
、
②
出
席
し
た
組

合
員
が
定
足
数
を
満
た
す�

こ
と
で
は

じ
め
て
成
立
し
ま
す
。

　

総
会
の
定
足
数
は
特
別
議
決
（
定
款

の
変
更
な
ど
組
織
の
基
本
に
触
れ
る
よ

う
な
重
要
事
項
）
を
要
す
る
事
項
に
つ

い
て
は
総
組
合
員
の
半
数
以
上
の
出
席

が
法
に
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
他

の
議
決
事
項
に
つ
い
て
は
特
に
定
め
が

な
い
も
の
の
、
多
く
の
組
合
で
は
、
定

款
参
考
例
に
倣
っ
て
２
分
の
１
以
上
の

出
席
を
定
め
て
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
に

し
た
が
っ
て
、
定
足
数
に
達
し
て
い
る

か
ど
う
か
を
確
認
し
ま
す
。

【
議
決
権
お
よ
び
選
挙
権
】
組
合
員
は
、

出
資
口
数
の
多
寡
、
事
業
規
模
の
大
小

等
に
関
係
な
く
、
議
決
権
、
選
挙
権
は

平
等
に
一
個
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
な

お
、
総
会
の
議
長
は
議
決
権
の
行
使
は

認
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
（
協
業
組
合
を

除
く
）
が
、
特
別
の
利
害
を
有
す
る
組

合
員
に
つ
い
て
は
議
決
権
の
行
使
が
認

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
選
挙
権
は
、
議
決
権
の
一
種

で
あ
る
こ
と
は
通
説
で
す
が
、
法
は
と

く
に
議
決
権
と
選
挙
権
を
区
別
し
て
い

ま
す
。
選
挙
権
は
、
総
会
に
お
け
る
選

挙
の
投
票
権
で
、
こ
の
選
挙
権
は
総
代

選
挙
に
限
り
、
総
会
外
で
も
行
使
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
で
す
。

　

な
お
、
総
会
の
議
決
権
に
つ
い
て
は
、

書
面
ま
た
は
代
理
人
を
も
っ
て
行
使
す

る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
こ
れ
ら
に
よ
っ

て
議
決
権
を
行
使
す
る
者
も
、
出
席
者
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に
す
る
か
等
は
適
宜
定
め
て
も
差
し
支

え
あ
り
ま
せ
ん
。）
ま
た
役
員
選
挙
に

限
っ
て
は
、
出
席
者
全
員
が
賛
成
す
れ

ば
指
名
推
薦
の
方
法
に
よ
っ
て
選
挙
を

行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
（
協
業
組
合
等

一
部
例
外
あ
り
）。

【
議
決
事
項
】
総
会
の
議
決
事
項
＊
に

は
、
法
定
議
決
事
項
と
任
意
議
決
事
項

の
２
種
が
あ
り
ま
す
。
法
定
議
決
事
項

と
は
、
総
会
が
組
合
の
最
高
意
思
決
定

機
関
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
必
ず
総
会
の

決
議
を
要
す
る
と
法
に
よ
っ
て
定
め
ら

れ
た
事
項
で
す
。
ま
た
、
任
意
議
決
事

項
と
は
、
定
款
で
総
会
の
議
決
を
要
す

る
と
定
め
た
事
項
で
あ
り
、
こ
の
中
に

は
理
事
会
で
総
会
の
議
決
を
要
す
る
と

認
め
た
事
項
も
含
ま
れ
ま
す
。

＊
主
な
議
決
事
項
（
協
同
組
合
の
場
合
）

①
定
款
の
変
更
（
特
別
）
②
規
約
の
設
定
、
変

更
ま
た
は
廃
止
（
普
通
）
③
毎
事
業
年
度
の
収

支
予
算
お
よ
び
事
業
計
画
の
設
定
ま
た
は
変
更

（
普
通
）
④
経
費
の
賦
課
お
よ
び
徴
収
の
方
法

（
普
通
）
⑤
組
合
員
の
除
名
（
特
別
）
⑥
役
員

の
改
選
請
求
の
同
意
（
普
通
）
⑦
決
算
関
係
書

類
の
承
認（
普
通
）⑧
会
社
へ
の
組
織
変
更（
特

別
）
⑨
組
合
の
解
散
（
特
別
）
⑩
組
合
の
合
併

（
特
別
）
⑪
清
算
人
の
選
任
（
普
通
）
⑫
借
入

金
残
高
の
最
高
限
度
（
普
通
）
⑬
１
組
合
員
に

対
す
る
貸
付
（
手
形
割
引
を
含
む
）
ま
た
は
１

組
合
員
の
た
め
に
す
る
金
融
機
関
に
対
す
る
債

務
保
証
の
残
高
の
最
高
限
度
（
普
通
）
⑭
組
合

員
の
事
業
に
関
す
る
債
務
保
証
の
残
高
の
最
高

限
度
（
普
通
）
⑮
１
組
合
員
の
た
め
に
す
る
組

合
員
の
事
業
に
関
す
る
債
務
保
証
の
残
高
の
最

高
限
度
（
普
通
）
⑯
役
員
の
報
酬
（
普
通
）
⑰

過
怠
金
（
普
通
）
⑱
加
入
金
（
普
通
）
⑲
剰
余

金
の
配
当
（
普
通
）

【
緊
急
議
案
】
総
会
の
議
決
は
、
原
則

と
し
て
総
会
招
集
通
知
に
あ
ら
か
じ
め

記
載
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
だ
け
議
決

す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
定
款
に
「
緊

急
議
案
を
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
」

旨
規
定
し
て
あ
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か

じ
め
通
知
の
あ
っ
た
事
項
以
外
の
事
項

に
つ
い
て
も
議
決
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。（
そ
の
議
決
に
参
加
で
き
る
者
は
、

本
人
出
席
者
に
限
り
ま
す
。）

　

な
お
、
除
名
あ
る
い
は
役
員
の
リ

コ
ー
ル
の
よ
う
に
、
事
前
に
一
定
の
手

続
き
を
要
す
る
事
項
は
緊
急
議
案
で
議

決
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、

定
款
の
変
更
及
び
解
散
な
ど
特
別
議
決

を
必
要
と
す
る
事
項
や
役
員
選
挙
等
の

重
要
な
案
件
は
、
緊
急
議
案
に
は
な
じ

ま
ず
、
こ
れ
を
強
行
す
れ
ば
組
合
内
の

紛
争
の
火
種
に
も
な
り
か
ね
な
い
の

で
、
緊
急
議
案
に
よ
る
議
決
は
厳
に
避

け
る
べ
き
で
す
。

■���

総
会
終
了
後
の
処
理
事
項

▽
議
事
録
の
作
成

▽
行
政
庁
へ
の
決
算
関
係
書
類
等
提
出

（
総
会
終
了
後
２
週
間
以
内
。
役
員
変
更
届
は

変
更
後
２
週
間
以
内（
☞
変
更
登
記
が
必
要
。））

▽
税
務
署
に
対
す
る
確
定
申
告
書
の
提

出（
事
業
年
度
終
了
日
の
翌
日
か
ら
２
ヶ
月
以
内
）�

▽
登
記
（
２
週
間
以
内
、
但
し
出
資
金
の
変

更
は
事
業
年
度
末
日
か
ら
４
週
間
以
内
）

▽
欠
席
組
合
員
へ
の
通
知

【
市
町
村
合
併
に
伴
う
定
款
変
更
】

　

去
る
３
月
23
日
、印
西
市
に
印
旛
村
、

本
埜
村
が
編
入
合
併
し
、新
「
印
西
市
」

が
発
足
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
千
葉

の
「
平
成
の
合
併
」
は
ひ
と
ま
ず
終
結

し
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
こ
の
こ
と
に
伴

い
、
組
合
定
款
第
２
条
「
名
称
」、
第

３
条
「
地
区
」、
第
４
条
「
事
務
所
の

所
在
地
」
の
変
更
が
生
じ
る
組
合
が
出

て
く
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
こ
の

こ
と
で
、
直
ち
に
定
款
変
更
を
行
う
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
本
来
は
次
の
通

常
総
会
の
議
案
と
し
て
上
程
し
、
変
更

す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
も
の
で
す
の
で
、

そ
の
点
ご
留
意
下
さ
い
。
な
お
、
こ
れ

ま
で
に
市
町
村
合
併
が
行
わ
れ
た
地
域

の
組
合
も
、
あ
ら
た
め
て
ご
確
認
下

さ
い
。

◎	

お
問
合
せ
は
、
本
会
設
立
相
談
室
へ

℡	

０
４
３
‐
３
０
６
‐
３
２
８
５

の
数
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
の
で
、
そ
の
点
留
意
し
て
下
さ
い
。

【
議
長
】
総
会
が
成
立
す
れ
ば
日
程
に

し
た
が
っ
て
議
事
を
進
め
る
こ
と
に
な

り
ま
す
が
、
そ
れ
に
は
ま
ず
議
長
の
選

任
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
議
長
は
総
会

に
お
い
て
、
原
則
出
席
し
た
組
合
員
ま

た
は
組
合
員
で
あ
る
法
人
の
代
表
者

（
役
員
）
の
中
か
ら
選
任
し
ま
す
。

　

前
述
の
と
お
り
、
議
長
は
、
組
合
員

と
し
て
総
会
の
議
決
に
加
わ
る
こ
と
は

で
き
ず
、
さ
ら
に
議
長
は
自
分
の
代
理

人
を
し
て
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と

も
、
他
の
組
合
員
の
代
理
と
な
る
こ
と

も
で
き
ま
せ
ん
＊
。
し
か
し
、
普
通
議

決
事
項
に
つ
い
て
可
否
同
数
の
場
合

は
、
議
長
に
可
否
の
決
定
権
が
与
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

＊
議
長
の
選
挙
権
は
剥
奪
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

【
議
決
の
方
法
】
議
決
の
方
法
に
は
、

普
通
議
決
と
特
別
議
決
の
２
種
類
が
あ

り
ま
す
。
普
通
議
決
と
は
、
出
席
者
の

過
半
数
で
こ
れ
を
決
す
る
議
決
方
法
を

い
い
、
特
別
議
決
と
は
、
組
合
員
の
半

数
以
上
が
出
席
し
、
そ
の
議
決
権
の
３

分
の
２
以
上
の
多
数
に
よ
り
決
す
る
と

こ
ろ
の
議
決
方
法
で
す
。

　

ま
た
、
選
挙
に
つ
い
て
は
、
組
合
員

１
人
１
票
の
無
記
名
投
票
を
原
則
と
し

ま
す
。（
単
記
式
に
す
る
か
、
連
記
式
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